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3．労働者災害補償保険法・雇用保険法 

改訂のお願い 

 

平素よりご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

法改正の影響により、本書の記載内容に改訂が生じております。 

ご購入いただいたみなさまには大変お手数をおかけいたしますが、下記該当書

籍及び改訂箇所をご確認のうえ、ご使用いただきますようお願い申し上げます。 

 

該当書籍 

  2017 年対策 社会保険労務士 選択式トレーニング問題集 

    3．労働者災害補償保険法・雇用保険法 12 版（平成 28 年 12 月 16 日発行） 

  ISBN 978-4-86846-406-0 

 

改訂内容 

※平成 29 年４月 14 日現在の施行法令に基づいて作成しています 

【労働者災害補償保険法】 

改訂頁・行 改訂前 改訂後 

Ｐ30 問題文ア ４行目 

Ｐ31 完成文ア ４行目 

104,950円 105,130円 

Ｐ30 選択肢 ④ 57,030円 ④ 57,110円 

Ｐ31 解 答Ｂ ④ 57,030円 ④ 57,110円 

Ｐ31 完成文イ 

２行目 ６行目 ７行目 

 57,030円  57,110円 

Ｐ112 問題文７行目 

Ｐ113 完成文６行目 

配偶者の父母並びに同居

し、かつ扶養している 

削除 

Ｐ112 問題文 

８行目 

  Ｂ  の介護   Ｂ  並びに配偶者の父母

の介護 

Ｐ113 完成文 ７行目 兄弟姉妹の介護 兄弟姉妹並びに配偶者の父母

の介護 



【雇用保険法】 

 

改訂頁 

Ｐ28 問題文・Ｐ29 完成文の表 

（改訂前） 

 

      算定基礎 

       期間 

 基準日の年齢 

 １年未満 

 １年以上 

 

 ５年未満 

 ５年以上 

 

 10年未満 

 10年以上 

 

 20年未満 

 20年以上 

 

30歳未満 

90日 

90日 120日 180日 180日 

 30歳以上35歳未満 90日 180日 210日 240日 

 35歳以上45歳未満 90日 180日 240日 270日 

 45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日 

 60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日 

 

 

 

（改訂後） 

 

 

 

      算定基礎 

       期間 

 基準日の年齢 

 １年未満 

 １年以上 

 

 ５年未満 

 ５年以上 

 

 10年未満 

 10年以上 

 

 20年未満 

 20年以上 

 

30歳未満 

90日 

90日 120日 180日 180日 

 30歳以上35歳未満 120120120120日日日日    180日 210日 240日 

 35歳以上45歳未満 150150150150日日日日    180日 240日 270日 

 45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日 

 60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日 



 

改訂頁・行 改訂前 改訂後 

Ｐ34 問題文  

11行目 

 

起算して  Ｃ  以内 、当該者に該当するに至った日の直前の

基準日の翌日から起算して４年を経過

する日までの間（加算された期間が４年

に満たない場合は、当該期間の最後の日

までの間） 

Ｐ35 完成文  

10行目 

起算して１か月以内 、当該者に該当するに至った日の直前の

基準日の翌日から起算して４年を経過

する日までの間（加算された期間が４年

に満たない場合は、当該期間の最後の日

までの間） 

Ｐ35 解答Ｃ ⑨ １か月 改正により削除 

Ｐ42 選択肢 

Ｐ43 解答Ｄ 

⑮ 被保険者 ⑮ 一般被保険者 

Ｐ43 完成文 

２のア ３行目 

２のイ ２行目 

択一のカギ ３行目 

 

被保険者 

 

一般被保険者 

Ｐ44 問題文２ 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

個別延長給付を受けている受給資

格者については、当該個別延長給付

が終わった後でなければ広域延長

給付、全国延長給付及び訓練延長給

付（第24条第１項又は第２項の規定

による基本手当の支給をいう。以下

同じ。）は行わず、  Ｄ  を受け

ている受給資格者については、当該 

  Ｄ  が終わった後でなければ 

 Ｅ  及び訓練延長給付は行わず、 

  Ｅ  を受けている受給資格者に

ついては、当該  Ｅ が終わった後

でなければ訓練延長給付は行わな

い。 

Ｐ47 完成文２ 

 

 

 

 

－ 

 

個別延長給付を受けている受給資

格者については、当該個別延長給付

が終わった後でなければ広域延長

給付、全国延長給付及び訓練延長給

付（第24条第１項又は第２項の規定

による基本手当の支給をいう。以下



同じ。）は行わず、広域延長給付を

受けている受給資格者については、

当該広域延長給付が終わった後で

なければ全国延長給付及び訓練延

長給付は行わず、全国延長給付を受

けている受給資格者については、当

該全国延長給付が終わった後でな

ければ訓練延長給付は行わない。 

Ｐ44 問題文３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

訓練延長給付を受けている受給資

格者について個別延長給付、  Ｄ   

又は  Ｅ  が行われることとなっ

たときは、これらの延長給付が行わ

れる間は、その者について訓練延長

給付は行わず、  Ｅ  を受けてい

る受給資格者について個別延長給

付又は  Ｄ が行われることとなっ

たときは、これらの延長給付が行わ

れる間は、その者について  Ｅ は

行わず、広域延長給付を受けている

受給資格者について個別延長給付

が行われることとなったときは、個

別延長給付が行われる間は、その者

について広域延長給付は行わない。 

Ｐ47 完成文３ 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

訓練延長給付を受けている受給資

格者について個別延長給付、広域延

長給付又は全国延長給付が行われ

ることとなったときは、これらの延

長給付が行われる間は、その者につ

いて訓練延長給付は行わず、全国延

長給付を受けている受給資格者に

ついて個別延長給付又は広域延長

給付が行われることとなったとき

は、これらの延長給付が行われる間

は、その者について全国延長給付は

行わず、広域延長給付を受けている

受給資格者について個別延長給付

が行われることとなったときは、個

別延長給付が行われる間は、その者

について広域延長給付は行わない。 



Ｐ84 問題文１ 

３行目 

  Ａ  において、   Ａ  （待期期間が経過した後に当該

教育訓練を開始した場合に限る。）にお

いて、 

Ｐ85 完成文 

３行目 

教育訓練を受け、当該

教育訓練を修了した場

合において、 

教育訓練を受け、当該教育訓練を修了し

た場合（待期期間が経過した後に当該教

育訓練を開始した場合に限る。）におい

て、 

Ｐ86 問題文１ 

７行目 

Ｐ88 完成文 

７行目 

利用する場合に支給す 

るものとする。 

利用する場合（待期期間が経過した後に

保育等サービスを利用する場合に限

る。）に支給するものとする。 

Ｐ90 問題文（２） 

下から６行目 

Ｐ93 完成文（２） 

下から５行目 

翌日から起算して１

か月以内に 

翌日から、当該者に該当するに至った日

の直前の一般被保険者又は高年齢被保

険者でなくなった日から起算して４年

を経過する日までの間（加算された期間

が４年に満たない場合は、当該期間の最

後の日までの間）に 

Ｐ98 完成文イ 

２行目 

一般被保険者又は高年

齢被保険者として雇用

された者（当該専門実

践教育訓練を受け、 

一般被保険者又は高年齢被保険者とし

て雇用された者（当該専門実践教育訓練

を受け、修了した日の翌日から起算して

１年以内に雇用された者（当該専門実践

教育訓練を受け、 

Ｐ130・131 

Ｐ142・143 

補足 

※平成29年度から平成31年度までの各年度においては、本則によ

る国庫の負担額の「100分の10」に相当する額を負担する。 

 

 


